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＜論説＞

終末期医療における治療中止行為の許容性(1)
－いわゆる川崎協同病院事件上告審決定を契機として－

大 野 正 博

はじめに

終末期医療をめぐる刑事裁判例

①尊属殺人被告事件

②東海大学病院事件

③川崎協同病院事件

安楽死の諸類型

川崎協同病院事件上告審決定の検討
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１．はじめに

(1)諸外国に比べ，わが国においては，生命医療倫理問題に対する法的

対応につき，裁判上，争われるケースは決して多いとはいえない。しか

し，そのようななか．安楽死・尊厳死の問題については，以前より活発

に議論が展開されているといえよう。

現在，医療技術の急速な発展により，人の死は人為的に操作すること

が事実上，不可能ではない時代を迎えている。つまり，医師等の医療従

事者における対応如何で，「生の時間」を延ばすことも縮めることもで

きるのである。また，同時に患者の自己決定権思想が広がりを見せ始め

るのに併せ，これに基づく生命の人為的操作に対する正当化の考え方が
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